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総務省官民競争入札等監理委員会事務局 

 



第７５６回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：令和８年２月20日（金）15：29～16：57 

場 所：永田町合同庁舎１階  第１共用会議室 

 

 

１.開会 

２.事業評価（案）の審議 

 ○文書管理運用支援業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 

３．報告 

  （実施要項（案）の審議に向けた中間報告） 

 ○国有財産総合情報管理システムの運用・保守業務（財務省） 

  （契約変更） 

 ○港湾情報処理システム等の機能提供業務（国土交通省） 

  （実施要項変更） 

 ○ＩＣＴを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための

調査研究業務（調査・コンテンツ制作等業務）（文部科学省） 

４.閉会 

 

＜出席者＞ 

  川澤主査、小尾副主査、辻副主査、浅羽専門委員、柏木専門委員、工藤専門委員、 

宮崎専門委員 

 

（文書管理運用支援業務） 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

   セキュリティ・情報化推進部 佐藤部長 

   輸出管理・技術情報課    皆川課長 

                 平松主任 

   調達部 研究・事業調達室  吉田室長 

 

（国有財産総合情報管理システムの運用・保守業務） 

  財務省 

   理財局 管理課 電算システム室 池田室長 

                   竹内主任システム専門官 

                   吉弘システム専門官 



                   伊藤専門調査員 

                   井澤室員 

 

（港湾情報処理システム等の機能提供業務） 

  国土交通省 

   国土技術政策総合研究所 

    港湾情報化支援センター    小澤センター長 

    情報システム課        髙野課長 

 

（ＩＣＴを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための調

査研究業務（調査・コンテンツ制作等業務）） 

  文部科学省 

   総合教育政策局 日本語教育課 降籏課長 

                  村上地域日本語教育調整専門官 

                  前原日本語教育推進係長 

 

（事務局） 

  吉田事務局長、谷口参事官、杉田企画官 
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○川澤主査 それでは、ただいまから第７５６回入札監理小委員会を開催します。 

 初めに、文書管理運用支援業務の実施状況について、国立研究開発法人宇宙航空研究開

発機構セキュリティ・情報化推進部、佐藤部長から御説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤部長 ありがとうございます。ＪＡＸＡの佐藤でございます。本日はお時間いただ

きまして、どうもありがとうございます。 

 私のほうから、ＪＡＸＡ文書管理システムを使用した文書管理支援業務及びプロジェク

ト情報管理システムを使用した文書管理支援業務の御説明をさせていただきます。 

 もともと、この２つは１つの契約でしたが、市場テストにおきまして御意見をいただき、

競争性を高めるということで２つの契約に分割したもので、前者のＪＡＸＡ文書管理シス

テムについては「ＪＡＳＭＩＮＥ」というシステムを、後者のプロジェクト情報管理シス

テムについては「ＰＩＭＳ」というシステムを使っております。ＪＡＳＭＩＮＥでは、Ｊ

ＡＸＡの文書を全社的に蓄積・管理するもので、文書の登録、維持管理、廃棄、指定部署

への配布等を、ＰＩＭＳでは、ＪＡＸＡの人工衛星やロケット、航空等様々なプロジェク

トごとに、その技術文書の管理を行うシステムでございます。 

 まず最初に、資料１－１－１に沿いまして、ＪＡＳＭＩＮＥを使った文書管理支援業務

について、ポイントを絞って御説明いたします。 

 まず１ページ目、Ⅰの事業概要、これは事実関係でございます。今回の評価は４ポツの

とおり、令和４年１０月からの３年間を対象としたものとなります。 

 ２ページ目、Ⅱの確保すべき質の達成状況及び評価でございます。（１）の全般について、

業務が適切に行われているというところでございます。具体的には、（２）文書の登録業務

でございます。測定指針である使用上の要求に対して、３ページ目になりますけれども、

表１がございます。表１のとおり、通常期も繁忙期も、平均すると、４日かからず登録を

終えておりまして、遅滞なく作業が進められております。 

 ３ページ目の（３）のアンケート結果でございますけれども、これも同じページの表２

のアンケート結果のとおり、回収率約８９％、アンケート各項目に対し、それぞれ上位２

段階で９５から９８％の満足度を得ております。 

 続きまして、４ページ目、Ⅲの民間事業者からの改善提案でございます。これは、研修

におけるＴｅａｍｓの利用、ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇでの受講、それから、職員の要望に応

じて、テーマ別研修の随時開催などを、事業者からの提案により実施しております。これ

によってＪＡＸＡ職員の理解向上に貢献し、これが先ほどのアンケートに反映されている
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というものでございます。 

 ＪＡＸＡでは、情報セキュリティインシデントを踏まえまして、ルール改正をして、情

報セキュリティ対策の強化を行いましたが、文書管理業務でも、ルール改訂への対応に当

たり、速やかな状況把握、改善提案を業者が行っており、それらを含め、改善提案１３６

件中１１９件が採用され、また、定期的なアクションアイテム確認会を開催するなど、積

極的な活動によりＪＡＸＡに貢献してございます。 

 ５ページ目のⅣの実施経費及び競争性確保でございます。まず経費につきまして、市場

化テスト前と今回の期間について、それぞれ単年度換算で比較しますと、文書登録件数や

文書種類、工数単価、それぞれ増加、増額しておりますけれども、経費としては、単純比

較で、税抜２,４００万円強の低減を果たしております。これは、ＪＡＳＭＩＮＥへの機能

付加、登録作業の効率化、媒体管理作業削減などの努力が実ったものでございます。 

 続いて、競争性確保でございますが、公告期間の長期化、２.５か月の引継ぎ期間の確保、

資料閲覧の簡易化と期間の十分な確保、運用員を常駐からテレワークを可能とする実施体

制の簡素化、これを行ってございます。 

 ６ページ目のⅤの総合評価でございます。市場化テスト終了プロセスに照らすと、①事

業者は問題なく業務を実施し、②ＪＡＸＡでは外部有識者によるチェックを受ける仕組み

を整えており、③入札では、資料請求は２者ということでございましたが、入札は１者で

あった。しかしながら、先ほど御説明したとおり、競争性の確保には最大限努めたもので

ございました。④対象公共サービスの確保されるべき質に係る目標は達成し、⑤市場化テ

スト前と比較して、大幅な経費削減が認められました。 

 そのほか、数字には表れにくいものの、情報セキュリティ強化でルールが厳しくなる中、

速やかに、かつ安定した稼働を確保したという点も評価に値すると考えております。 

 続きまして、Ⅵの今後の事業でございます。まず、ＪＡＳＭＩＮＥを使う文書管理業務

については、そのＪＡＳＭＩＮＥに係る特異性が次のとおり挙げられます。 

 まず１つ目ですが、ＪＡＳＭＩＮＥというシステムは、市販のシステムがベースになっ

ております。しかしながら、ＪＡＸＡの業務に合わせカスタマイズが施され、操作マニュ

アルも独自に作成しております。毎年のように運用要求やセキュリティ要求に応じ、改修

を重ね、運用開始から７年以上が経過した今となっては、プログラムも非常に複雑になっ

ております。 

 改修そのものはＪＡＳＭＩＮＥの開発業者が行いますけれども、それを受けて、本件事
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業者は、職員からの問合せ対応、操作方法解説などが求められることから、事業者が使う

マニュアルも非常に複雑化しており、新規事業者が難しいものとなっているという状況が

ございます。 

 次に、冒頭に申し上げたように、市場化テストにおいて、もともと１本だった契約を２

つに分割したものでございますが、この２つに分割したものは、システムごとに分割した

ものということでございます。もともと１本になる前の話としては、ＪＡＸＡ内で、各部

署で、個別の文書管理システムを使い、複数の契約があるという状況でございました。 

 これを受けて、会計検査院より、まとめて合理化することにより、経費削減ができるの

ではないかという御指摘をいただきました。また、ＪＡＸＡの経営からも、情報化事業の

抜本的な見直しの指示がございまして、情報の蓄積及び活用という観点から、文書管理業

務も課題となっておったところでございます。そうした情報の蓄積、活用に加えて、公文

書管理法に基づく確実な管理、業務の効率化・円滑化を目的として、いろいろな部署に分

かれていたシステムを統合して、２つのシステムとして、契約も一本化したという経緯が

ございます。 

 市場化テストにおいて、システムごとに契約を分けましたけれども、さらに大きなほう

のＪＡＳＭＩＮＥを分割することを考える場合には、次の問題がございます。 

 ＪＡＸＡでは、部署ごとに文書責任者を置いて管理することとなってございます。ただ、

複数の事業所にまたがる部署もあり、仮に事業所ごとに契約を分けると、１部署の文書管

理も複数の契約に分かれるなど、適切な文書管理に悪影響を及ぼす可能性がございます。 

 また、１つのシステムを使うのに、そのシステムを使う管理業務を複数の契約に分割す

るということは、作業の統一性、効率性の観点から困難ではないかなと思っておるところ

でございます。ＪＡＸＡとしても、ＪＡＳＭＩＮＥのプログラムが複雑化することで、契

約相手方に制限がかかることには問題意識を持ってございまして、システムを刷新し、併

せて運用ルールの見直しを図っていくということを考えているところでございます。 

 このため、今後の事業につきましては、これまで、可能な分の契約の分割、それから常

駐条件の削除、テレワークの可能化、入札スケジュールや引継ぎ期間の拡大など、競争性

の確保に努め、改善しているところでございますが、１者応札が続いていて、市場化テス

トの実施ではさらなる改善が見込まれないのではないかということで、「市場化テスト終

了プロセスに関する方針」の基準に照らし、市場化テストを終了し、しかし、これまで取

り入れた方策など、質の向上、コストの削減、事業の透明性を図り、また次期システムで
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は、複数者が応札可能となるよう検討を進めていきたいと思っております。 

 続きまして、ＰＩＭＳを使った文書管理支援業務につきまして、資料１－２に基づき、

御説明いたします。 

 まず１ページ目、Ⅰの事業の概要ですが、今回の実施状況評価は、先ほどと同じ令和４

年１０月からの３年間、事業者は、入札参加者が２者でありまして、その中から決定され

たものです。 

 ２ページ目、Ⅱの確保すべき質の達成状況及び評価でございますが、業務全般について

適切に実施され、エラー率の低さについても、令和５年度には、要求０.５％以下に対し、

実行０.２％を達成しております。満足度調査においても、回収率８割以上、満足度上位２

段階で要求をかなり上回る非常に高いポイントを得ているという状況でございます。 

 ３ページ目から４ページ目にかけての改善提案ですけれども、ＰＩＭＳを使います各プ

ロジェクトチームは、画面構成などカスタマイズして、ばらばらな状況でございましたが、

事業者は、各プロジェクトを横断的に管理、支援しているため、ヒアリングするなどして、

画面デザインの刷新、情報分類の整理、ユーザー管理の効率化等を反映し、利便性の向上

に努めてまいりました。 

 ４ページから５ページにかけてのⅣの経費及び競争性確保でございます。まず、経費に

ついては、市場化テスト前と今回の期間について、単年度換算で比較しますと、約２８０

万円の削減、登録件数の減少がございましたので、それを加味したとしても、約１６０万

円の削減となってございます。 

 競争性確保については、公告期間の長期化、２.５か月の引継ぎ期間、閲覧の簡易化、十

分な期間の確保、運用員の常駐からテレワークといった形で簡素化しております。 

 ５ページ目、Ⅴの総合評価でございます。①事業者は問題なく業務を実施し、②ＪＡＸ

Ａでは外部有識者によるチェックを受ける仕組みを備えており、③２者による入札があっ

た、④対象公共サービスの確保されるべき質に係る目標は達成し、⑤市場化テスト前と比

較して、大幅な経費削減が認められておるものでございます。 

 ６ページ目のⅥの今後の事業でございます。本件は、御意見をいただいて、契約を分割

化して、各種の改善を通じ、前期、それから今期ともに２者による入札を実施することが

できました。費用と品質の両面、競争性の確保において、良好な実施結果を得られている

ということから、市場化テストを終了したいと考えております。今後も引き続き、御指摘

等を踏まえ、より多くの応札者が得られるよう検証を重ね、サービスの向上及び経費削減
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を図っていきたいと考えております。 

 説明は以上となります。 

○川澤主査 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました同事業

の評価（案）について、総務省より説明をお願いします。 

○事務局 それでは、評価（案）につきまして、まずは資料Ａ－１－１に基づき、御説明

させていただきます。 

 １、事業の概要等ですが、こちらは実施機関より説明がございましたので、詳細は割愛

させていただきます。 

 ２、評価の結論としましては、終了プロセスに移行することが適当と考えます。 

 ２ページの（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価ですが、こちらに記載のと

おり、確保されるべき質は達成されております。 

 ３ページ、民間事業者からの改善提案につきましても、質の向上に寄与したものと評価

できます。 

 （３）実施経費です。市場化テスト前と比べて、第２期では、業務が２分割されており

ますので、市場化テスト前の経費については、第３期の業務項目に相当する部分を抜き出

して比較しております。表のとおり、実施経費が１２.９％減少しております。こちらは、

登録作業の簡略化や効率化及び電子化原本促進による媒体管理作業の削減によるものと評

価できます。 

 （４）競争性改善のための取組では、４ページ、①から④に記載のとおり、様々な取組

を行いました。ですが、（５）業務の特殊性等において、さらなる改善が困難な理由を２点

挙げております。 

 １つ目が、業務分割の困難性でございます。ヒアリングをした全事業者が、この規模の

体制確保は困難と回答しております。ＪＡＸＡでは、分割も検討いたしましたが、組織が

事業所をまたいでいることや、過去に会計検査院から個別システムは非効率であるという

ような御指摘を受けてシステムや契約を統合した経緯もございまして、これ以上の分割は

難しいと考えられます。 

 ２つ目が、システムの複雑化でございます。ＪＡＳＭＩＮＥは、７年９か月にわたり、

毎年改修を重ね、プログラムが非常に複雑化しており、不都合対応には改修経緯の理解が

必要で、新規事業者の短期習熟は現実的ではないことから、本業務は実質的に運用実績を

持つ既存事業者に限定されると考えられます。 
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 （６）評価のまとめです。業務の質につきましては目標を達成しており、民間事業者か

らの改善提案も質の向上に寄与したものと評価しております。 

 また、実施経費におきましても、１２.９％の削減効果が認められ、サービスの質の維持

向上と、経費削減の両立が実現できたものと考えております。 

 一方で、１者応札が継続しており、競争性に課題がございます。競争性改善のための取

組を実施しましたが、業務の特殊性から市場化テストのみでは、さらなる改善が困難な状

況と認められます。 

 ６ページ、（７）今後の方針ですが、本事業については、市場化テスト終了プロセス運用

に関する指針Ⅱ.１.（２）の基準を満たしていることから、現在実施中の事業をもって、

市場化テストを終了することが適当であると考えます。 

 今後、本事業において競争性を確保するためには、ＪＡＸＡにおいて、文書管理システ

ムを刷新する、また、文書の登録や維持管理の工数を削減し、人員確保の制約を緩和する

など、複数者が応札可能となるよう、文書管理の運用方法の抜本的な見直しを検討するこ

とを求めます。 

 資料Ａ－１－１の説明は以上でございます。 

 続いて資料Ａ－２－１の説明をさせていただきます。Ⅰ、事業の概要等ですが、こちら

も実施機関より説明がございましたので、割愛させていただきます。 

 Ⅱ、評価の結論としましては、終了プロセスに移行することが適当と考えます。 

 ２ページの（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価ですが、こちらに記載のと

おり、確保されるべき質は達成されております。また、民間事業者からの改善提案につき

ましても、質の向上に寄与したものと評価できます。 

 ３ページ、（３）実施経費です。こちらも、先ほど資料Ａ－１－１の実施経費と同様に、

市場化テスト前の経費については、第３期の業務項目に相当する部分を抜き出し、業務量

の変更も考慮して比較したところ、表のとおり、実施経費が７.２％減少しております。 

 （４）選定の際の課題に対する改善です。競争性の課題に対し、公告期間・引継ぎ期間

の延長、第２期から調達の２件への分割、運用員の常駐要件の撤廃、テレワーク対応作業

の明確化など、競争性確保のための工夫を実施した結果、２者応札となり改善が認められ

ました。 

 （５）評価のまとめです。業務の質につきましては、目標を達成しております。また、

民間事業者の改善提案により、業務の質が向上し、経費削減効果も認められたことから、
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サービスの質の維持向上と、経費削減の両立が実現できたものと評価しております。さら

に、競争性におきましても、２者応札となり、改善が図られました。 

 ４ページ、（６）今後の方針ですが、本事業につきましては、市場化テスト終了プロセス

運用に関する指針Ⅱ.１.（１）の基準を満たしていることから、現在実施中の事業をもっ

て、市場化テストを終了することが適当であると考えます。 

 説明は以上でございます。 

○川澤主査 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました当事業

の実施状況及び総務省の事業の評価（案）について、御質問、御意見のある委員は、御発

言をお願いいたします。 

 辻委員、お願いいたします。 

○辻副主査 御説明、どうもありがとうございました。 

 結論として、１件目、２件目、共に終了プロセスに移行という点では、特段異議はござ

いませんが、念のため、幾つかお伺いできればと存じます。 

 まず、２件目のほうなのですけれども、資料Ａ－２－３を拝見すると、説明会への参加

者数がずっと２者で固定されているようにも思えるのですが、毎回同じ事業者が２者だけ

説明会に来ている原因をどのように分析なさっているのかという点と、それから、今後、

この２者以外にも応札する可能性のある方々が増える見込みがどのくらいあるのかとか、

その辺り、お聞かせ願えますでしょうか。 

○平松主任 平松でございます。御質問、ありがとうございます。 

 ２者につきましては、今回、２期で２つの契約に分けましたことで、こちらのＰＩＭＳ

のほうの契約については、少ない体制で行うことができるようになったことから、そのと

きに受託した業者ですけれども、こちらが、ほかの公共機関でも文書管理をやっていたと

いうことで、その会社でも実施が可能ということで、この時点で入札に参加してくれまし

た。 

 これ以外の業者ですけれども、実際、いろいろ調べてはいるのですが、なかなかこうい

った自社のシステム以外を使って文書管理業務をやっているところがあまり多くはないと

いうことが、今回、いろいろヒアリングをしたところ分かりまして、ただ、声をかけたと

ころ、こういった業務があることを知らなかったという業者もありましたので、今後増え

てくれることを期待しております。 

○佐藤部長 それから、先ほど申し上げましたとおり、今後、システムを刷新していこう
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と考えてございます。そのシステムの刷新におきましては、今回、いろいろな経緯で、い

ろいろな新しい事業者も知ることができましたので、お声がけして、御意見を聞きながら、

またいろいろな新しいＩＴの技術を使って、工数が削減する方向で、新しいシステムを刷

新していきたいと考えてございます。そうすることによって、入札業者が今後増えていく

可能性はあるのではないかなと考えているところでございます。 

○辻副主査 よく分かりました。ありがとうございました。 

 もう一点だけお願いいたします。同じく２件目のＰＩＭＳ、こちらの扱う資料というの

が、プロジェクト関連情報でしょうか。この情報の中身、お差し支えのない範囲でお伺い

したいのですけれども、恐らく、ＪＡＸＡでございますから、例えばなのですけれども、

ロケット技術とかの極めて高度な、恐らく国益にも関連するような情報が入っているのか

とお見受けしたのですが、この辺りは正しいでしょうか。 

○平松主任 ロケットとかのかなり高度な秘密に関わる情報につきましては、こういった

ネット環境に載せてはいけないという社内のルールがございますので、そこまでの秘情報

といわれるものは、このシステムには載っておりません。 

○辻副主査 分かりました。それを聞いて安心いたしました。とはいえ、恐らく、ロケッ

ト技術までいかなくても、かなり高度な情報を扱っているかと想像いたします。今回、公

共サービス改革法（※）の適用から外れますと、例のみなし公務員とか、その辺りの刑事

罰を伴う守秘義務の条文が適用されなくなると思いますので、既に実施なさっていると思

いますけれども、今後は、例えば不正競争防止法（※）とかで刑事罰を活用なさって、重

要な情報をお守りいただければと思いました。これは感想でございます。 

 ありがとうございました。 

（※）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号） 

（※）不正競争防止法（平成５年法律第 47 号） 

○佐藤部長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、研究セキュリティ、インテグリ

ティも含めまして、そういった情報の管理といったものは、非常に扱いを注意するよう求

められておりますし、またそれに対応しているというところでございます。それに伴いま

して、システムの改修等も進めているというところもあって、ＪＡＳＭＩＮＥのほうが若

干複雑化しているという状況がございます。 

○辻副主査 よく分かりました。ありがとうございました。 

○川澤主査 小尾委員お願いいたします。 
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○小尾副主査 システムを刷新するということで、いろいろな事業者からこちらを利用す

るということをおっしゃっていたわけですけれども、いわゆるＪＡＸＡとしての文書管理

の特殊性をできるだけ出さないような形で、新しいシステムを構築してほしいなと思いま

す。 

 今回、ＪＡＳＭＩＮＥの場合、ＪＡＸＡとしての特殊性がいろいろ多く入っていると想

定されますので、それによって運用・保守をする事業者が、結構、入札しにくくなってい

るのではないかと思います。そこについては、できる限り汎用システムから出ないような

工夫をぜひ行って、できる限り多くの人が手を挙げられるような形を進めてほしいと思い

ますので、その点についてはよろしくお願いします。 

○佐藤部長 どうもありがとうございます。おっしゃるとおり、汎用システムを使って誰

でも使えるようにするというところ、大変大事でございますので、その点も重視しながら

進めてまいりたいと思います。 

 一方、先ほどもありましたとおり、セキュリティの面でいろいろ注意しないといけない

といったところもございます。そういうところで、安全保障業務にも携わるＪＡＸＡとい

う観点から、ある程度の特殊性というものは若干含めつつ進めなければならないというと

ころもございますが、いずれにしましても、複数事業者が入札できるようなシステムにし

ていきたいと考えておりますので、引き続き、御意見等いただければ幸いでございます。 

 ありがとうございます。 

○小尾副主査 よろしくお願いします。 

○川澤主査 ありがとうございます。宮崎委員、お願いいたします。 

○宮崎専門委員 御説明ありがとうございます。今、小尾委員がコメントされたこととほ

ぼ同じなのですが、次期システムの構想も検討されているということで、今回、現状のシ

ステムが複雑になっていて、可能な事業者がほぼ１者であるということは理解しましたが、

ずっとこの１者にしか頼めないという状況は、ある意味リスクだと思いますので、次期シ

ステムの切替え時には、複数事業者が参加できるような枠組みでの入札なり調達ができる

ようにというところを、ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤部長 ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりでございます。大きな体制

がないと入札できないということがポイントかと思いますので、複数業者が入札できるよ

う、その辺、十分留意しながら進めてまいりたいと思っております。引き続き、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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○川澤主査 ありがとうございました。浅羽委員、お願いいたします。 

○浅羽専門委員 １点確認させていただきたいのですけれども、今回は、公サ法（※）の

対象から外れたとして、両方のシステム、ＪＡＳＭＩＮＥとＰＩＭＳに関しまして、やは

り分割発注、別々に発注するということを維持するということで間違いないでしょうか。

その点だけ確認させてください。 

（※）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号） 

○佐藤部長 ありがとうございます。この点、せっかく２つに分けて、競争性も高めてき

ておりますので、この体制は続けてまいりたいと思っております。 

○浅羽専門委員 ということは、少なくともＰＩＭＳに関しましては、２者複数応札であ

ります。固定的であるとはいえ、２者応札がそれでもできているという点で、分割したこ

と自体には、比較的、肯定的な評価をＪＡＸＡでもされているということで間違いないで

しょうか。 

○佐藤部長 おっしゃるとおりでございます。 

○浅羽専門委員 承知いたしました。どうもありがとうございます。 

○佐藤部長 ありがとうございます。 

○川澤主査 ありがとうございました。 

 では、私のほうから１点だけ。先ほど、宮崎委員からもお話がありましたけれども、や

はりＪＡＸＡの文書管理、文書を作成して第三者がそれを登録するというプロセス自体が、

先端技術を扱うＪＡＸＡによる文書管理の仕組みとしては、かなりアナログな感じがいた

します。今、ＡＩの活用であったりとかいう中で、民間事業者でいうと、文書を作成した

段階で自動的に登録をしてというところがもう一般的になっているフローだと思います。

そこは、今はＰＩＭＳとＪＡＳＭＩＮＥという形で２つに分かれていますけれども、フロ

ーというのはもっと簡略化できると思いますし、それがセキュリティに応じてどういうよ

うに仕組みを変えていくのか。刷新というお話がございましたけれども、ＪＡＸＡは、ス

タートアップとかいろいろ、まさに先端技術を扱う中で行われていらっしゃると思います

ので、この文書管理も、もう少しアナログからまさに政府の中で最先端の形というのをぜ

ひ模索して、進めていただきたいなというところを思いました。 

 その点で、セキュリティのお話もありましたけれども、そういった第三者が非常にしっ

かりとお仕事をしてくださっているとは思うのですが、やはり、中で自動的に解決すると

いうことのほうが当然セキュリティは高いわけですから、そこも含めて、ぜひ御検討いた
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だければと思って、コメントです。どうもありがとうございました。 

○佐藤部長 どうもありがとうございます。お恥ずかしいというところでございますけれ

ども、そういった自動化といったものは非常に重要でございます。独立行政法人として、

人が非常に足りないというところもございますので、そういったＩＴの力を使って効率化

していきたいと思っております。 

 一方、ＪＡＸＡは、３０年前からの資料をしっかり管理していくというようなところも

あって、いわゆる紙の部分もあったりするというところで、アナログな部分はどうしても

抜け切れないところも若干ございます。そういったところも含めて、先ほど申し上げまし

たとおり、なるべく簡素で、簡単なシステムにしていきたいと思っておりますので、どう

ぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

○川澤主査 ありがとうございます。恐らく、ＪＡＸＡとお付き合いのある事業者の方が

新しい仕組みをどんどん入れていらっしゃると思いますので、本当に、きちんとＪＡＸＡ

側もキャッチアップして、よりよい形というのを目指していただきたいなというのを切に

思いました。どうもありがとうございました。 

 それでは、審議はここまでとさせていただきます。事務局から、何か確認すべきことが

あればお願いいたします。 

○事務局 事務局からは特にございません。ありがとうございました。 

○川澤主査 ありがとうございます。それでは、本日の審議を踏まえ、ＪＡＸＡ文書管理

システムを使用した文書管理支援業務及びプロジェクト情報管理システムを使用した文書

管理支援業務の市場化テストを、共に終了する方向で監理委員会に報告することといたし

ます。 

 事業評価（案）の審議は以上となります。本日は、どうもありがとうございました。 

○佐藤部長 ありがとうございました。 

○平松主任 ありがとうございました。 

（宇宙航空研究開発機構 退室） 

（財務省理財局 入室） 

○川澤主査 次に、国有財産総合情報管理システムの運用・保守業務について、財務省理

財局管理課電算システム室、池田室長から御報告をお願いしたいと思います。 

○池田室長 財務省理財局の池田と申します。よろしくお願いいたします。本日は、私か

ら、国有財産総合情報管理システムの運用・保守業務に係りますシステムの方向性につい
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て、中間報告をさせていただきます。 

 私どもの資料ですが、お手元に資料２というものと、そのほかに、Ｂ１からＢ３の資料、

３種類をお渡ししているかと思います。 

 Ｂ１、Ｂ２の資料でございますけれども、こちらは業務の概要、それからスケジュール

的なものをまとめてございまして、時間の都合もございますことから、御説明を割愛させ

ていただきますので、適宜御覧いただければと思います。 

 御説明につきましては、今回、中間報告を行うこととなりました経緯の部分から、簡単

に御説明をさせていただきたいと思いますので、資料２を１枚おめくりいただきました、

２ページを御覧いただければと思います。 

 令和４年に行われました評価におきまして、サービスの質や経費の節減といった観点で、

一定の成果を認めていただいたところではございますけれども、その一方で、応札者が１

者のみであったという部分で、競争性の確保に課題があると判断されました。 

 これまで、調達に当たっては、１者応札改善に向けまして、入札参加者が見込まれる事

業者への事前ヒアリング、参加要請、それから期間の複数年化、開示情報の改善など、様々

な取組を行ってまいりました。しかし、結果としては１者となってございます。このため、

調達における見直しだけではなく、システム全体が事業者にとって参入しにくい構造とな

っているのではないかという認識の下、システムそのものを段階的に改善していくという

方針といたしまして、ページの中段、（２）課題（１者応札）への対応にございますとおり、

１から５の対応を、令和１１年のシステム更改までに、段階的に実施することといたして

ございます。 

 このような状況を踏まえまして、令和４年の評価時に、改善の効果が期待できる令和１

１年の更改に合わせまして次回の市場化テストを実施していただくということになってお

りますが、その改善の方向性が固まるであろう令和７年をめどに、今回の中間報告を行う

ということになってございます。 

 経緯の説明が長くなりましたけれども、続きまして、今回の中間報告の目的である足元

までの取組について状況を御説明させていただきます。次のページの３ポツ、課題への対

応結果、それから４ポツ、今後の対応について、並びに資料Ｂ３に結果と今後の対応を並

べた表を作成しておりますので、併せて御覧いただければと思います。 

 まず、①の可視化に関しての部分でございますけれども、令和６年の更改に際しまして、

本システムのＯＳのＯＳＳ化や、情報公開サブシステムの可視化を推進いたしました。こ
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れによりまして、事業者が扱いやすい、より一般的な技術を利用できるようになりました。 

 次に、②の一部のサブシステムの分離でございます。規模が小さい情報公開サブシステ

ムを本システムから分離いたしまして、別途調達を行いましたところ、ここでは２者が応

札するという成果を得てございます。 

 続きまして、③のシステム改修でございます。ミドルウェアのＯＳＳ化を検討いたしま

して、特定の事業者しか扱えないような専用技術をできるだけ排除いたしまして、広く一

般的な技術を採用できるよう、次回の更改に向けまして、今、準備を進めてございます。 

 また、ｌａＣや、ＣＩ／ＣＤといいました近年一般化してきた運用の自動化、それから

標準化といった技術も取り入れまして、情報公開サブシステム以外のサブシステムにも導

入する方向で検討しているところでございます。 

 これらによりまして、システムの設定や更新の作業の透明性を高めまして、事業者側か

ら見ても参入しやすい構造に近づくものと考えてございます。 

 続きまして、④のガバメントクラウドへの移行でございます。政府の運営するガバメン

トクラウドへの移行の可能性につきましては、専門のコンサルティング業者に業務を依頼

いたしまして、調査研究、それから技術検証を行いました。その結果、本システムは、ガ

バメントクラウドで運用可能との判断を得てございます。こちらについては、令和１１年

の更改に合わせまして移行する方向で、今準備を進めているところでございます。 

 最後に、調達関連でございます。令和１１年の更改におきまして、システムをモダンな

構成へと刷新して、特定の事業者に依存しない開かれたシステムにすることを目的として

ございます。具体的には、４ポツにございます今後の対応についての（ア）から（ウ）の

３点を中心に取り組みたいと思ってございます。 

 １つ目の（ア）でございますけれども、デジタル庁が運用するガバメントクラウド上に

システムを構築することで、物理的な機器の保有を不要とする予定でございます。 

 ２つ目の（イ）でございますけれども、ミドルウェアについてＯＳＳ化を進めることで、

広く一般に用いられ、必要な知見が市場に蓄積しているソフトウェアを最大限活用すると

いうことを考えてございます。 

 ３つ目の（ウ）でございますけれども、ガバメントクラウド移行時に、ある程度一般化

した最新技術への移行などによります、いわゆるモダン化でございますが、これを進めま

して、特定の事業者のみが運用可能な状態とすることなく、幅広い事業者に入札に参加で

きる環境を整えることを目指してございます。 
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 また、令和１１年の更改時の運用・保守の事業の調達におきましても、コンサルティン

グ業者に委託した調査研究、それから技術検証の結果を参考にして、より競争性を確保で

きるよう、引き続き検討してまいりたいと思ってございます。 

 以上、申し上げましたような随時見直しを行うことによりまして、１１年の更改におけ

る運用・保守に係る調達の競争性に資する改善を実施してまいりたいと考えてございます。 

 説明は以上となります。 

○川澤主査 ありがとうございました。それでは、ただいま御報告いただきました件につ

いて、御質問、御意見のある委員は御発言をお願いいたします。 

 柏木委員、お願いいたします。 

○柏木専門委員 御説明どうもありがとうございました。１点お聞きしたいのですけれど

も、今度、ガバメントクラウドを採用するというコンサルの報告書の結果、そちらの方向

でとおっしゃっていたのですけれども、コストの件なのですが、コンサル会社の調査結果

で、コストについてはどのような見解が出ましたでしょうか。一般的には、ガバメントク

ラウドに乗ると、かえってコストがかさむという話も自治体からは聞くのですけれども、

どのようになりそうでしょうか。 

○竹内主任システム専門官 財務省の竹内と申します。御質問ありがとうございました。 

 今御質問いただいた件でございますけれども、コンサル事業者において、コスト分析も

していただいております。その中で、確かに導入時のコストに関しましては、オンプレか

らクラウドに移行するということで、オンプレからオンプレのリプレイスよりは、高いと

いう調査結果になっております。 

 一方で、その後の運用につきましては、コストが抑えられるという結果をいただいてお

りますので、導入とその後の運用をトータルで見ますと、ただちにということではござい

ませんが、トータルコストとしては抑えられるという結果をいただいております。その結

果も踏まえまして、我々、ガバメントクラウド移行可能と判断をさせていただきました。 

 御回答、以上でよろしいでしょうか。 

○柏木専門委員 ありがとうございます。基本的には、デジタル庁がガバメントクラウド

の責任者になると思いますけれども、実際にコストが下がるとおっしゃっていると思いま

すが、あまり下がらない場合には、財務省からも働きかけをお願いしていただきたいなと

思います。行ってみないことには、結果がどうなるかはまだ分からないわけですけれども、

必ずしも確実に下がるかどうかはまだ分からないので、その辺りは、移行した後に状況に
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応じてお話し合いしていただけたらなと思います。 

○竹内主任システム専門官 申し訳ございません。財務省からの働きかけというのはどう

いった御趣旨の御意見でしょうか。 

○柏木専門委員 多分、ガバメントクラウドに委託料を払うようになるのではないのかな

と思うのですけれども、そのガバメントクラウドの事業者は、外資系になるのではないか

と思いますが、そことの交渉はデジタル庁が行うと思うのです。ですから、財務省が直接

事業者とということはないと思うのですが、その辺りのデジタル庁に対して、財務省です

から、当然、予算についてはもともと厳しく見ていらっしゃるとは思いますけれども、あ

まりコスト増にならないように、財務省のほうもしっかりと把握しておいてくださいとい

うお願いです。たらればの話ですけれども。 

○竹内主任システム専門官 かしこまりました。我々、財務省の一部局としての立場でご

ざいますので、もし、主計局と予算の話で御意見いただいた内容に触れることがあれば、

一システム担当としてですが、何らかのお話をさせていただくことも可能かと思っており

ます。 

○柏木専門委員 あと、一部署として、デジタル庁とお話しする機会もあるのではないか

と思いますので、状況に応じてですけれども、必ず言ってくださいとお願いしているわけ

ではないのですが、コスト増の場合は、どうしてそのようになったのかとか、多少把握し

ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

○竹内主任システム専門官 かしこまりました。ありがとうございます。 

○川澤主査 ありがとうございます。小尾委員、お願いいたします。 

○小尾副主査 御説明ありがとうございました。今回のシステム刷新、大きくシステムを

変えるということで、運用管理に関しても、今までと結構差が大きいと思います。実施要

項（案）の審議もあるのですけれども、例えばＲＦＩの期間を長く取るとか、できる限り

工夫をしないと、複数事業者がやはり安心して入札できないかなと思います。そういう意

味では、できる限り早めに実施要項（案）の審議をして、ＲＦＩの期間を早めに開始する

ということに、少し留意をいただければと思いますので、スケジュールは大変ですが、よ

ろしくお願いします。 

○竹内主任システム専門官 かしこまりました。リプレイスに当たりましては、クラウド

移行も含めた、スケジュールの中で、事業者とはよく話して、事業を進めていきたいと思

っております。 
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 回答になっておりますでしょうか。 

○小尾副主査 大丈夫です。よろしくお願いします。 

○川澤主査 ありがとうございます。では、私のほうから１点だけ。 

 資料２で先ほど御説明いただいたように、ガバメントクラウドに移行するまで、改修で

すとか、いろいろなお取組を丁寧にされていらっしゃると思います。他の省庁では、ガバ

メントクラウドに非常に短期間で移行して、急な対応もいろいろ求められている中で、一

定の期間を担保されているのかなと思いますので、移行に向けた改修業務というのを令和

８年度から、９年度、１０年度という形で、個人的には、時間は比較的長めにきちんと確

保されているのかなという印象を持ちました。移行後にいろいろな予期せぬことは起きる

のだとは思いますけれども、きちんと検証した上で、実施要項もなるべく早めにというこ

とでお願いできればと思います。これはコメントです。 

○竹内主任システム専門官 ありがとうございます。 

○川澤主査 ありがとうございます。それでは、意見交換はこれまでとさせていただきま

す。 

 本日はありがとうございました。事務局から何か確認すべきことがあればお願いいたし

ます。 

○事務局 事務局からは特にございません。 

○川澤主査 ありがとうございました。それでは、本日の審議を踏まえ、当事業の報告案

件について、監理委員会に報告することといたします。 

 報告案件の審議は以上となります。本日はどうもありがとうございました。 

（財務省理財局 退室） 

（文部科学省総合教育政策局 入室） 

○川澤主査 それでは、次にＩＣＴを活用した「生活者としての外国人」のための日本語

学習サイト充実のための調査研究業務（調査・コンテンツ制作等業務）について、文部科

学省総合教育政策局日本語教育課、降籏課長から御報告をお願いしたいと思います。 

○降籏課長 文部科学省総合教育政策局日本語教育課長の降籏と申します。本日は、御説

明のお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。日本語教育課が実施しており

ます「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業の中で運営をし

ておりますＩＣＴを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイトに関連

する２つの業務の入札状況を御説明させていただきたく存じます。 
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 また、今回、併せまして、委員の皆様に御報告をさせていただいているところでござい

ますが、当初、文部科学省の決裁の過程におきまして、私どものほうで不手際がございま

して、そのことにつきましても、おわびをさせていただきたく存じます。 

 まず、入札状況のほうから先に説明をさせていただきたいと思います。本事業は、サイ

トの運用・保守業務と、サイトの充実のための調査、コンテンツ制作など業務という２つ

から構成されているものといたしまして、昨年度来、準備を進めてきたところでございま

す。その結果、令和７年度、今年度は業務の内容を２つに分けまして、それぞれ入札を実

施いたしまして、この双方の業務とも１者応札となってきたところでございます。 

 令和８年度の入札の実施に向けまして、本格的に市場化テストにおきまして、当課の関

連業務の入札につきまして、委員の皆様にも御指導、御助言をいただきながら準備をして

きたところでございます。特に、９月に開催いただきました本入札監理小委員会におきま

しては、委員の皆様から貴重な御助言を賜りまして、御議論をいただきましたこと、この

場をお借りしまして御礼を申し上げます。 

 その９月の入札監理小委員会の後での対応状況でございますけれども、この業務の民間

競争入札実施要項につきましては委員の皆様に御議論をいただきまして、１１月の官民競

争入札等監理委員会にて了承をいただきまして、議了とされておりまして、その後、入札

を実施したところでございます。 

 まず、サイトの運用保守業務につきましては、令和７年１２月１日に入札の公告をいた

しまして、１月２６日に締切りをし、３件の応札があったところでございます。なお、本

日開札日となっておりまして、進めさせていただいているところでございます。 

 また、サイト充実のための調査・コンテンツ制作等業務につきましては、今年、令和８

年１月１４日に入札の公告をし、去る２月１８日、一昨日になりますが、締め切りまして、

５件の応札をいただいたところでございます。委員の皆様の御助言のおかげさまをもちま

して、複数者からの応札に至ることができましたことの御報告を申し上げますとともに、

感謝を申し上げる次第でございます。 

 入札の経過につきましては、以上のとおりにですが、今回、入札を行っていく過程にお

きまして、私ども文部科学省のほうでの不手際がございまして、おわびをさせていただき

たいとともに、そのことについて御説明をさせていただきたいと存じます。説明させてい

ただきたい点は２点ございまして、１つ目は、令和８年度の予算案が昨年末に固まったと

ころでございますけれども、この事業につきまして予算案の減額査定を受けておりまして、



 -18- 

この減額査定に伴いまして仕様内容の一部に修正をかけさせていただいたという点でござ

います。また、２点目については、文部科学省内の決裁過程において修正を施したことに

ついてでございます。 

 この２点について説明させていただきますが、まず初めに、予算案の減額査定に伴いま

す仕様内容の修正についての御説明をさせていただきたいと思います。当課のほうでは、

本事業につきましては、令和８年度の概算要求におきまして、事業規模を維持しながら令

和７年度と同額の予算を要求してきたところでございます。ただ、昨今の厳しい財政状況

の下、令和８年度の予算額（案）の査定では、ＩＣＴ教材の部分、「つながるひろがる 

にほんごでのくらし」の部分につきましては、約３００万円の減額査定を受けたところで

す。 

 この減額につきましては、サイトの運用保守の事業とコンテンツ制作業務の２つあるの

ですが、この２つの業務のうちの調査・コンテンツ制作等業務のほうだけ減額の査定を受

けておりまして、当初からこの委員会で御議論いただきました実施要項の内容から一部変

更をさせていただいたというところでございます。 

 具体的に申し上げさせていただきますと、資料４－１－１をお手元にお願いできれば幸

いでございます。資料４－１－１の２番、実施要項の変更に至る経緯という欄ですけれど

も、この件につきましては、こちらの２行目後半にございますけれども、令和８年度予算

額（案）が、１２月２６日に閣議決定をされたところでございますが、この予算案につい

て減額となったことによりまして、実施予定であった業務内容を削減する必要が生じたこ

とに伴って発生したところでございます。この減額査定を受けまして、当課といたしまし

ては、業務内容の優先度などを鑑みまして事業の効果を最大限にするために、業務内容に

含まれています普及・広報活動におけます使い方ガイドブックの更新と発行業務というも

のがございまして、こちらにつきましての見直しをさせていただいたところでございます。 

 仕様書のほうでは、どのように変えたかと申し上げますと、資料の右上、Ｄ－１－１と

いう資料がございます。こちらをお願いしたく存じます。めくっていただきますと、右下

のところに５７分の２４とかというふうにページ数が書いてありますが、この中で赤字見

え消しの修正を施しているところが変更点とさせていただいているところでございます。

普及・広報における業務内容のところを最低限といたしまして、当初予定されていました

動画を追加するというここのところについては、当初の予定から変更しないようにしてい

るところでございます。この点の修正につきましては、総務省の事務局を通じまして、委
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員の皆様にも御連絡、御相談をさせていただきまして、本来ならば、この内容の修正は容

易に認められないところ、主査をはじめとする委員の皆様方に、本業務の趣旨と意義を踏

まえた変更の承認につきまして、格段の御配慮を賜ったところでございます。ここに厚く

御礼を申し上げたく存じます。誠にありがとうございました。 

 続きまして、２つ目の文部科学省内の決裁過程において修正を行ったといったところで

ございまして、この点が今回おわびをさせていただきたいと考えている部分でございます。

今回の市場化テストに際しましては、文部科学省のほうでは、文部科学省大臣官房総務課

の行政改革推進室が連絡の窓口となっておりまして、このサイトの運用保守業務では、当

課と大臣官房会計課用度班が主に担当をさせていただいております。また、調査・コンテ

ンツ制作等業務につきましては、当課が主な担当課となっておりまして、会計課に相談す

る形で入札に向けた実施要項の策定に向けた準備を進めてきたところでございます。 

 今回は、官民競争入札等監理委員会で御審議いただいて了承をいただいた後に、サイト

充実の調査・コンテンツ制作等業務の文部科学省内での決裁を行う過程で、当課、日本語

教育課と、大臣官房会計課との間での確認の際に発生いたしました実施要項の修正、変更

につきまして、文部科学省のほうで軽微なものということで判断をいたしまして、委員の

皆様方を含め、総務省のほうに事後報告という形でさせていただいたものでございます。

本来は、修正が判明した段階におきまして、総務省の事務局のほうに速やかに連絡、相談

をさせていただき、委員の皆様方の御承認をいただくべきところ、このような事後報告に

なりましたことについておわびを申し上げたく存じます。 

 この変更点につきまして、先んじて御説明をさせていただきたく存じます。資料４－１

－２がございまして、こちらを御覧いただければと思います。経緯のところにつきまして

は、今の説明と重複する部分もございますが、２のところで実施要項の変更に至る経緯と

いう欄がございます。今回、２段落目にございますけれども、昨年９月２６日に開催され

ました入札監理小委員会にて審査をいただきまして、第３３１回官民競争入札等監理委員

会、１１月１８日に開催された委員会にて議了をいただいた後、令和８年度の予算額（案）

の予算額査定に伴います業務内容の見直しについても御了解をいただいたところでござい

ます。 

 具体的には、Ｄ－１－２という資料を御用意させていただいておりまして、恐れ入りま

すが、Ｄ－１－２の仕様書の見え消しの部分を中心に説明をさせていただきたく存じます。

まず、５７分の１９ページ、真ん中のところで６ページと書いてあるところをお願いしま
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す。今回のこれらの修正につきましては、基本的には文部科学省内の決裁過程におきまし

て、大臣官房会計課より指摘をされました業務内容をより明確化をするという趣旨で行っ

た改善のための修正とさせていただいているところでございます。 

 今、御覧いただいているところで、まず何々程度と、１分から５分程度とか７００字程

度といった、この「程度」という表現を削除したというところ、次の２０ページ目につき

ましては、「文部科学省に提案を行うこと」という表現をしていた箇所につきまして、ど

の部分に具体的に提案を行うべきかを明確にするため、「技術提案書に記載をすること」

というふうに表現を改める修正を加えさせていただきました。また、その下のところにも

ございますように、５０万円ですとか４００万円程度という記載につきましては、「程度」

という表現を削除し、最大５０万円、最大４００万円といった表現に改めたところでござ

います。 

 同じようにその次の２１ページでございますけれども、会議の運営に関する例示をして

いる記述の部分で、こうすることが望ましいというふうに表現をしていたところで、「望

ましい」という表現を複数使っているのですけれども、いずれも必須要件として求めてい

るものではないという趣旨を明確にするため、「望ましい」という言葉を削りまして、「技

術提案書に記載すること」というふうに、そして括弧で「（必須要件ではない）」という

ことを明示する修正を行ったところでございます。 

 次に、２３ページをお願いいたします。こちらも会議運営に関する例示をしている部分

で、同じような「最大」という言葉ですとか「程度」というところを改めたところであり

ます。また、翻訳チェックの実施に関する記述の中では、「ＡＩによる翻訳チェックは認

められない」という記述を追記いたしまして、ＡＩによる翻訳チェックは不可である旨を

明記する修正を行ったところでございます。 

 続いて、２５ページをお願いいたします。こちらは先ほどと同じような理由で、「提案

を行うこと」というところを「技術提案書に記載すること」というふうに、どこに記載を

するのかを具体的に示してもらうための修正を入れさせていただいたところでございます。 

 続いて、２６ページの部分でございます。４番の業務期間及び事業規模についてであり

ますが、２行目に書いてあります事業規模が黒字になっているのですが、これは当初、委

員会に提出をさせていただいた際には、この事業規模の欄が明記されておりませんで、今

回、事業規模、予定の予算の見込額を仕様書に示すことを基本とするために、この修正を

行わせていただいたところでございます。また、下の５番、成果物及び納期・納入方法の
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ところで書かせていただいている修正でございますが、この仕様書はコンテンツ制作に係

る仕様書でございまして、恐れ入りますが、もう一つの運用保守業務のほうで使った表現

を残してしまっておりまして、「開発したプログラム」といったところが不適切だという

ことが後で判明したところにつきまして、削除などの修正をさせていただいたところでご

ざいます。 

 真ん中少し飛びまして、続きまして、５７分の４３ページから４４ページの得点配分基

準のところをお願いいたします。ここにつきましては、４３ページの一番上のところに基

礎点と加点という欄がございます。当初、基礎点の合計を、その次の４４ページの一番下

の左側、基礎点が４５点、加点の部分が５５点という設定をしていたところでございます

が、最低基準であります基礎点の合計が４５点と、加点の合計点を下回ってしまいますと、

基礎点よりも加点のほうが多いということで、事業としての質の担保がなされるのかとい

った観点から適切ではないのではという指摘を会計課のほうと受けまして、基礎点と加点

の割合というものを見直すという修正をさせていただきました。この点につきましては、

１月の御相談のときには御報告が漏れておりまして、重ねましてのおわびを申し上げます。 

 以上が、今回修正をさせていただいた内容の御説明となります。改めまして、このよう

な事後報告となりましたことをおわび申し上げます。申し訳ありませんでした。 

 なお、このようなことが起こらないようにするための再発防止につきましては、文部科

学省といたしましては、次の令和８年度の市場化テストに向けまして、総務課の行政改革

推進室や会計課をはじめとする関係部署と情報共有と事前調整を十分に行いまして、入札

監理小委員会に提出する時点で、省内の審査を経た資料を提出するというふうにやり方を

改めたいと考えております。そのため、省内決裁の手順につきましては、基本的には入札

等監理委員会の議了をいただく前に行うといった、適切な運用を行うための手順と体制構

築をしてまいりたいと考えてございます。 

 また、今回、予算の減額という修正事由が生じたわけでございますが、仮にこうした修

正事項が生じました場合には、速やかに総務省の事務局に連絡を取らせていただきまして、

対応についての御相談をし、委員会のほうへ御報告をさせていただきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上、文部科学省からの御報告となります。このような御報告で恐れ入りますが、何と

ぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○川澤主査 ありがとうございました。それでは、ただいま御報告いただきました件につ
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いて、御質問、御意見のある委員は御発言をお願いいたします。 

 柏木委員、お願いいたします。 

○柏木専門委員 御説明どうもありがとうございました。私は９月の入札監理小委員会に

参加していなかったので、コメントというかお願いで意見を差し上げたいと思うのですけ

れども、今回の謝罪の内容とは全然違う話になります。 

 「生活者としての外国人」のための日本語教育ハンドブックというのを拝見しました。

それから、「つながるひろがる にほんごでのくらし」の動画も見せていただいたのです

けれども、内容について次回になると思いますが、追加のお願いです。 

 ハンドブックの９ページを拝見しますと、「カリキュラム案で扱う生活上の行為」とい

うのがあります。括弧になっているところですが、Ⅳの目的地に移動するという項目があ

りまして、０７公共交通機関を利用するというのと、０８自力で移動するというのがござ

います。それで、昨今、外国人に限らず日本人ももちろん問題なのですけれども、自力で

動かれるというところに、できれば自動車の運転や自転車の運転、それからＬＵＵＰのよ

うな電動キックボードについても、日本語の教育として追加していただけると非常によい

のではないかと思うのです。 

 東京で普段見ていますと、大分交通ルールが乱れてきているというように思います。環

七でしたが、車がびゅんびゅん走っている中を成人男性が自転車がふらふらふらっと横断

したのを見たことがあるのです。そんな恐ろしいことをするのは、交通ルールを多少なり

とも知っている日本人では考えにくいと思います。外国人の方なのではないかと思います。

ですので、この自力移動の部分が今だと徒歩だけになっているのですけれども、実際には

いろいろとレンタルできますからほかの移動手段も活用していると思いますし、公共交通

機関はバスとか電車とか船とか書かれていまして、多種多様な乗り物がありますので、追

加していただけると安全が保たれるのではないかなと思いまして、お願いです。よろしく

お願いします。 

○村上地域日本語教育調整専門官 専門官をしております村上と申します。御提案をあり

がとうございます。動画は、我々のほうで日本語能力の尺度となる参照枠というのがござ

いまして、それに何ができるかという「生活 Can do」というのがございまして、それに基

づいて動画等を作成しているところでございますけれども、このコンテンツ開発につきま

しては、その「生活 Can do」の何ができるかというのを基に、この調査の有識者の方々に

諮りながら内容を固めているところでございまして、今いただいた御提言もその会議のほ
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うに御提案を差し上げて、今後取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○柏木専門委員 よろしくお願いします。 

○川澤主査 ありがとうございました。 

 それでは、私のほうから。丁寧に御説明いただきまして、どうもありがとうございまし

た。入札の結果も、複数応札になったということでよかったなというように思ったところ

です。ただ一方で、先ほど資料Ｄ－１－２で御説明いただいたように、評価点の配点が変

わることですとか、そこは軽微ではなくて、入札の資料の中で非常に重要な項目だと思い

ますし、先ほどの改善策のところで、今後は事前に省内で意見、修正を固めた上で監理委

員会のほうに持って来ていただけるということでした。ぜひ引き続きそのような御対応で

お願いできればと思いますし、我々も文科省さんの中で固まったものについてディスカッ

ションさせていただくことのほうがより実質的なものになると思いますので、ぜひ引き続

きよろしくお願いいたします。 

○降籏課長 ありがとうございます。日本語教育課長でございます。まさに今、主査がお

っしゃられた、特に配点のところは入札において非常に大きなところでございまして、こ

のところについての事前調整というのはもっと早くすべきだという御指摘、誠にごもっと

もだというふうに認識してございます。全体、できる限り完成に近いものをお示しできる

ような形に改めさせていただきまして、仮に、程度問題というところがあろうかと思いま

すが、修正部分につきましては、総務省の事務局への御報告を密にさせていただくことを

やらせていただきたいと思っております。引き続きまして、御指導賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○川澤主査 ありがとうございます。何をもって軽微とするかというところは、まさに判

断もあると思いますので、事務局と密に連携していただいて、引き続きお願いできればと

思います。 

 それでは、意見交換はこれまでとさせていただきます。本日はありがとうございました。

事務局から何か確認すべきことがあればお願いいたします。 

○事務局 事務局からは特段ございません。 

○川澤主査 承知いたしました。それでは、本日はどうもありがとうございました。 

○村上地域日本語教育調整専門官 ありがとうございました。 

○降籏課長 ありがとうございました。 
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（文部科学省総合教育政策局退室） 

 

―― 了 ―― 


